
 

（写） 

 

８消安第 1997号  

令和８年７月１日  

 

各都道府県知事（別記） 殿 

 

農林水産省消費・安全局長  

 

 

ランピースキン病防疫対策要領の一部改正について 

 

 

平素より家畜衛生行政の推進に御尽力いただき、感謝申し上げます。 

今般、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律（令和８年法律第20号）が施行さ

れ、ランピースキン病が家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号。以下「法」とい

う。）第２条第１項に規定される家畜伝染病に位置付けられたことを踏まえ、「ラン

ピースキン病防疫対策要領」（令和６年１月23日付け５消安第6169号農林水産省消

費・安全局長通知）の一部を別紙のとおり改正しましたので、お知らせします。 

つきましては、このことについて御了知いただくとともに、管内市町村、関係機

関及び関係団体に周知の上、地域一体となって、本病の発生の予防及びまん延防止

措置の円滑な実施に御尽力いただきますようお願いいたします。 
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北海道知事 

青森県知事 
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